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Ⅳ．社会的課題を解決する経済社会システムの構築 

１．民間で公的役割を担う新たな法人形態・既存の法人形態の改革の検討 

   社会がより複雑化している中で、孤独・孤立対策や環境保護等に加え、

医療、介護、教育等、これまで官が担ってきたサービスにおいても、多様

なニーズにきめ細かく対応するため、民間の主体的な関与が期待されてい

る。こうした中、我が国では、社会的課題と経済的成長の二兎を追いたい

起業家が増えている。  

   従来の株式会社では、株主利益の追求が大前提である一方、非営利組織

においては、事業実施主体として限界があり、資金調達の柔軟性が低いこ

とから、大規模な課題解決が難しいとの指摘もある。  

   欧米では、ベネフィットコーポレーション等の新たな法制度が整備され

つつある。米国では、2010 年から 2017 年までの間に 7,704 社のベネフィ

ットコーポレーションが設立されており、全米に広く拡大した。ベネフィ

ットコーポレーションへの投資額も、５年間で６倍に、１件当たりの投資

額も４倍に増加している。投資家も、インパクト投資家だけでなく、通常

の利益追求型の投資家も投資を行っている。  

   新たな官民連携の形として、このような新たな法制度の必要性の有無に

ついて検討することとし、新しい資本主義実現会議に検討の場を設ける。

あわせて、民間にとっての利便性向上の観点から、財団・社団等の既存の

法人形態の改革も検討する。 

   

 ３．寄付文化やベンチャー・フィランソロフィーの促進など社会的起業家へ

の支援強化 

   米国では、成功した起業家をはじめ、幅広い者がビジネスで得た果実等

を社会に還元し、社会的課題の解決に貢献する、いわゆるフィランソロフ

ィーの概念が確立している。  

   ＳＤＧｓ実現を含む社会的課題に取り組む民間の活動に対し、休眠預金

の活用を検討する。その際、投融資の在り方等について検討を進め、本年

度中に結論を得る。また、民間の寄付やクラウドファンディング等の資金・

人材を呼び込む社会的ファイナンスの活用を促進するとともに、上述の新

たな法人形態の創設、財団・社団等の既存の法人形態の改革を検討する。  

   また、起業家教育に当たっては、社会的起業家を育成するシステムの強

化を検討する。  



経済財政運営と改革の基本方針 2022 

（令和４年６月７日閣議決定）（抄） 

 

２．社会課題の解決に向けた取組 

（１）民間による社会的価値の創造 

（社会的インパクト投資、共助社会づくり） 

「成長と分配の好循環」による新しい資本主義の実現に向け、これまで官の

領域とされてきた社会課題の解決に、民の力を大いに発揮してもらい、資本主

義のバージョンアップを図る。寄附文化やベンチャー・フィランソロフィーの

促進など社会的起業家の支援強化を図る。 

従来の「リスク」、「リターン」に加えて「インパクト」を測定し、「課題解決」

を資本主義におけるもう一つの評価尺度としていく必要がある。また、社会課

題の解決と経済成長の両立を目指す起業家が増えており、ソーシャルセクター

の発展を支援する取組を通じて、その裾野を広げるとともに、更にステップア

ップを目指す起業家を後押しする。 

こうした観点から、新たな官民連携の形として、民間で公的役割を担う新た

な法人形態の必要性の有無について検討することとし、新しい資本主義実現会

議に検討の場を設ける。 

あわせて、民間にとっての利便性向上の観点から、財団・社団等の既存の法

人形態の改革も検討する。休眠預金等活用法施行５年後の見直しに際し、これ

までの取組について評価を行い、出資や貸付けの在り方、手法等の検討を進め、

本年度中に結論を得るなど、必要な対応を行う。ＳＩＢを含む成果連動型民間

委託契約方式（Pay For Success：ＰＦＳ）を通じて、複雑化する社会課題の効

率的、効果的解決を促進し、さらに、社会的インパクト投資資金を呼び込むた

めの環境整備に取り組む。ソーシャルボンドについて、プロジェクトの実施に

よる社会的な効果を適切に開示できるようにする。ガイドラインの整備を図り、

社会課題ごとに、発行主体の参考となる指標の例を示す。起業家教育に当たっ

ては、社会的起業家を育成するシステムの強化を検討する。 

ＮＰＯ法に基づく各種事務のオンライン化の促進を含め、ＮＰＯ法人の活動

促進に向けた環境整備を進めるとともに、官民連携による協働の促進を図る。 

 


